
有馬富士自然学習センター長　様

利用者 　住所

　団体名

　氏名

　電話

　　計　　　　　人（大人　　　人・子供　　　　人）

□　学習室(1）

□　学習室(2）

□　学習室(3）

円

【条例第４条第２項の規定による】

　①許可なくして物品の販売、その他商行為を行わないこと。

　②利用の取り消し又は変更が生じた場合は、速やかに申し出ること。

　③他人に迷惑を及ぼし、又は風紀を乱す行為は行わないこと。

　④危険物を持ち込んだり火気を使用しないこと。

　⑤壁、柱及び扉などに貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。

　⑥利用後は直ちに現状に復し点検を受けること。

　⑦施設の管理上必要な指示に従い､利用を許可されていない施設及び付属施設等を利用しないこと。

　⑧収容人員を超えて入場させないこと。

＊学習室利用案内(令和2年4月1日現在） ＊学習室（約200㎡)は3ブースに分け利用可

広さ 定員

約66㎡ 30~45名

約200㎡ 130名程度

　　　＊問い合わせ先：〒669-1313　兵庫県三田市福島1091-2　有馬富士自然学習センター

　　　　　　　　　　　　　　【全額免除・5割免除・その他(　　　　　）】

利　用　人　員

有馬富士自然学習センター学習室利用許可申請書

　　　　　　　　申請年月日　　令和　　年　　月　　日

利　用　日　時
令和　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　時　　分から

行事名称及び内容

(公財）兵庫県園芸・公園協会

＊許　可　条　件

 ＊利用上の注意事項

令和　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　時　　分まで

　　　　　　　TEL:079-569-7727　　　FAX:079-569-7737

１・２・３

各ブース共

利用料金

　   三田市内：1時間400円 　　 三田市外：1時間600円

全ブース使用の場合 三田市内：１時間1200円 三田市外：1時間1800円

利　用　場　所

＊利　　用　　料

利用料金減免申請

三田市条例第8条及び同条例施行規則第6条の規定に基づき､利用料金の減額又は

免除を申請します。

□　条例施行規則第6条第　　　号に該当


